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＜ 本手引きの目的 ＞ … 政務活動費を適正に使用するために 

会派や議員は、交付された政務活動費を条例・規則・要領で定められた使途基準

に基づき使用することとなっています。 

しかし、実際の使用に当たって、使途基準に合致しているのかどうかの判断が難

しいケースがあることも事実です。 

そこで、判断に誤りがなく適正に使用できるように、判例や他都市の実例などを

研究し、十分に議論を尽くした具体事例を本手引きによって示しています。

本手引きは、大きく分けて次の４部から構成されています。 

「総 論」… 政務活動費の概要と根拠法令等を示し、交付から収支報告までの流れ

を記載しています。 

「使用編」…前半部分では政務活動費を使用する際の原則を確認しています。また、 

後半部分では使途項目ごとに事例を取り上げ、判断基準を示していま 

す。 

「報告編」… 政務活動費の収支報告の方法と、関係書類の整備に当たっての留意事

項を示しています。 

「資料編」… 巻末資料集として、政務活動費に関する条例・規則・要領・要綱を収

録しています。 
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